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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】自立式の立て看板の表示体前面を一時的にでも
変更できるよう、表示内容が異なるカバーパネルを簡単
に立て看板に吊り下げ支持できるようにする立て看板用
カバーパネル支持具を提供する。
【解決手段】立て看板用カバーパネル支持具は、自立式
の立て看板１０における表示体１１の上部に表示体１１
の左右方向に沿って掛け渡し配置する支持具本体１と、
支持具本体１と一体状に形成して、表示体１１の前面に
位置決めするフック体５とを備える。フック体５は、支
持具本体１の端部に連続して表示体１１の上方に折曲し
てある立脚支承部６、立脚支承部６の上部に連続して表
示体１１の上部を跨ぎ、表示体１１前方に折曲してある
跨装部７、跨装部７に連続して折曲してある係止部８か
ら成る。支持具本体１とフック体５とは、所定径の番線
材によって一体に折曲形成する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　自立式の立て看板における表示体の前面を覆うカバーパネルを表示体に支持する支持具
であって、表示体の上部に表示体の左右方向に沿って掛け渡される支持具本体と、この支
持具本体と一体状に形成されていて、表示体の前面に位置決めされるフック体とを備え、
フック体は、支持具本体の端部に連続して表示体の上方に折曲されている立脚支承部、こ
の立脚支承部の上部に連続して表示体の上部を跨ぎ、表示体前方に折曲されている跨装部
、この跨装部に連続して折曲されている係止部から成ることを特徴とする立て看板用カバ
ーパネル支持具。
【請求項２】
　支持具本体とフック体とは、所定径の番線材によって一体に折曲形成してある請求項１
に記載の立て看板用カバーパネル支持具。
【請求項３】
　支持具本体は、立て看板において、対状の表示体を開閉立脚式に連結している左右の蝶
番部材相互間で掛け渡されるようにしてある請求項１または２に記載の立て看板用カバー
パネル支持具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この考案は、主として開閉立脚構造の自立式の立て看板において、例えば飲食店・レス
トラン等の店頭等でいわゆるメニューを表示して設置されている場合、一時的に表示内容
を変更するとき、立て看板本体における表示面自体を開放したり、あるいは立て看板の表
示面を書き換えたりせずに、カバーパネルによって覆うことで表示内容を適宜に簡単に変
更可能にした立て看板用カバーパネル支持具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えば飲食店・レストラン等の店頭で、提供食事内容のメニューを表示して
宣伝広告する開閉立脚構造の自立式の立て看板が使用されている。この立て看板は、表示
面を備えた対状の表示体の上部を蝶番部材等で開閉可能に連結すると共に、パネル体の下
端に脚足部を設けて成り、表示体相互を適当な開放角度で固定することによって路面上に
セットできるようにしている。このような立て看板においては、パネル体に表示してある
内容を変更する場合、表示体自体を交換するか、表示内容を書き換えるかする必要があり
、面倒である。
【０００３】
　かかる点に鑑み、例えば特許文献１に示される看板、特許文献２に示されるポスターの
掲示方法等が提案されている。特許文献１の看板は、四角枠状の看板枠体にパネル看板を
回転自在に嵌め入れると共に、看板枠体相互を回転自在に連結して成り、パネル看板自体
、更には看板枠体自体等の回転によって表面に表示されるパネル看板を適宜選択表示する
ことによって表示内容を変更できるとしている。特許文献２の掲示方法は、矩形状の看板
本体における看板枠体面に、看板本体を覆うように配した表示台板を、２段状の磁石体が
差し込まれた表示パネルを看板枠体面に磁石止めして、看板枠体面に挟むことで一時的に
でも変更できるとする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第６６２８６１４号公報
【特許文献２】特許第６７７５４０６号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
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　ところがこれらの変更態様によると、特許文献１では看板枠体あるいはパネル看板を回
転させる場合、その操作は面倒であり、乱暴に扱うと回転軸部分を損傷させるばかりでな
く、表示内容数は限定的である。特許文献２では表示パネルの重量が嵩張るときには磁石
自体の磁力によっては十分に支持できない場合もあり、表示台板の磁石体による挟み込み
は面倒でもある。
【０００６】
　そこでこの考案は叙上のような従来存した諸事情に鑑み案出されたもので、自立式の立
て看板における表示内容を、この立て看板の表示面を他の内容が表示されているカバーパ
ネルによって覆うようにカバーすることで一時的にでも変更でき、その変更内容も複数種
の表示パネルを予め用意することでそれらを自由に選択して支持でき、しかも変更作業も
簡単迅速に行え、また変更不要時の使用しないときでは簡単に保管しておける立て看板用
カバーパネル支持具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するため、この考案にあっては、自立式の立て看板１０における表
示体１１の前面を覆うカバーパネル１５を表示体１１に支持する支持具であって、表示体
１１の上部に表示体１１の左右方向に沿って掛け渡される支持具本体１と、この支持具本
体１と一体状に形成されていて、表示体１１の前面に位置決めされるフック体５とを備え
、フック体５は、支持具本体１の端部に連続して表示体１１の上方に折曲されている立脚
支承部６、この立脚支承部６の上部に連続して表示体１１の上部を跨ぎ、表示体１１前方
に折曲されている跨装部７、この跨装部７に連続して折曲されている係止部８から成るこ
とを特徴とする。
　支持具本体１とフック体５とは、所定径の番線材によって一体に折曲形成することで構
成することができる。
　支持具本体１は、立て看板１０において、対状の表示体１１を開閉立脚式に連結してい
る左右の蝶番部材１２相互間で掛け渡されるようにして構成することができる。
【０００８】
　以上のように構成されたこの考案に係る立て看板用カバーパネル支持具にあって、立て
看板１０における表示体１１の上部に掛け渡された支持具本体１は、表示体１１の左右の
前面にフック体５を位置決めさせ、表示体１１の前方に突出する係止部８に、カバーパネ
ル１５を係止孔１６によって吊り下げ、支持させる。
　フック体５において、立脚支承部６は立て看板１０における表示体１１を開閉自在に連
結して、表示体１１の上端縁から下方位置にある蝶番部材１２からフック体５自体を表示
体１１の上方に突出させ、表示体１１の上部を跨ぐ跨装部７と共に係止部８を表示体１１
の前面に位置決めさせる。
　係止部８は、表示体１１の前方への突出状体で位置決めされて、カバーパネル１５の係
止孔１６を嵌め合わせることで、カバーパネル１５を吊り下げ状に支持させ、表示体１１
による表示内容を一時的にでも変更させる。
【考案の効果】
【０００９】
　この考案は以上説明したように構成されているため、例えば開閉立脚構造の自立式の立
て看板１０における表示体１１の前面にカバーパネル１５を吊り下げ状に支持することで
、表示体１１の表示内容を一時的にでも変更できる。例えば飲食店、レストラン等の店頭
に設置の立て看板１０の内容を特典メニュー等の表示に変更することで顧客へのアピール
を増大できる。
【００１０】
　すなわち、これはこの考案において、立て看板１０における表示体１１の上部に掛け渡
される支持具本体１と、表示体１１の前面に位置決めされるフック体５とを備え、フック
体５は、表示体１１の上方に折曲されている立脚支承部６、表示体１１の上部を跨ぎ、表
示体１１前方に折曲されている跨装部７、この跨装部７に連続して折曲されている係止部
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８から成るからである。これによって、立て看板１０の表示内容の一時的変更、カバーパ
ネル１５の着脱容易な変更作業等を実現できる。
【００１１】
　また、支持具本体１、フック体５は、所定径の番線材によって一体に形成されているこ
とで、表示体１１への掛け渡し装着、表示体１１前面へのフック体５の位置決め等を簡単
に操作でき、取り扱いも容易であると共に、不要時では立て看板１０から簡単に取り外す
ことができ、保管スペースも少なくて済む。
【００１２】
　尚、上記の課題を解決するための手段、考案の効果の項それぞれにおいて付記した符号
は、図面中に記載した構成各部を示す部分との参照を容易にするために付した。この考案
は、これらの記載、図面中の符号等によって示された構造・形状等に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】この考案を実施するための一形態を示す使用状態における一部の拡大図を含む分
解斜視図である。
【図２】同じく使用状態の要部斜視図である。
【図３】同じく要部側面図である。
【図４】同じく使用状態の要部正面図である。
【図５】同じく不使用時のカバーパネルを一時的に保管するときの一部切欠要部斜視図で
ある。
【図６】同じくフック体の他の形状を示す要部斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照してこの考案を実施するための一形態を説明すると、図において示さ
れる符号１は、例えば所定の開放角度の固定によって開放状態で自立可能になっている開
閉立脚構造の自立式の立て看板１０に掛け渡し状に支持される支持具本体である。
【００１５】
　なお、立て看板１０自体は、図例のように一般的に提供されているもので、例えば適当
な表示内容が表示されている表示パネルを枠材によって囲繞して成る一対の表示体１１を
、この表示体１１の上部相互をヒンジ構造の蝶番部材１２によって開閉自在に連結すると
共に、所定の開放角度で表示体を固定維持できるようにした固定手段（図示せず）を設け
て成る。
【００１６】
　支持具本体１は、図示のように、所定径例えば直径が３乃至５ｍｍ程度の番線材によっ
て形成されており、立て看板１０における表示体１１相互を開閉自在に連結している、例
えば蝶番部材１２上に載せられて表示体１１の左右方向に沿う幅員に相当する程度の長さ
で形成されている。
【００１７】
　この支持具本体１は、図示例のように直線状に形成されている場合に限らず、立て看板
１０における左右の蝶番部材１２相互間に掛け渡されるものとするとき、蝶番部材１２に
係止するように例えばＬ字状に折曲することで立て看板１０に架装したときの位置決め固
定を確実にすることもできる。
【００１８】
　そして、支持具本体１の端部には、表示体１１の前面に位置決めされるフック体５を備
える。このフック体５は、支持具本体１と同様に番線材にて支持具本体１と一体状に形成
されていて、支持具本体１の端部に連続して表示体１１の上方に折曲されている立脚支承
部６、この立脚支承部６の上部に連続して表示体１１の上部を跨ぎ、表示体１１前方に折
曲されている跨装部７、この跨装部７に連続して折曲されている係止部８から成る。
【００１９】
　立脚支承部６は、支持具本体１の端部から上方にほぼ直角で折曲連続されており、立脚
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支承部６の上端は表示体１１の上端縁から上方にやや突出している。
【００２０】
　跨装部７は、図示例にあっては表示体１１の上部を跨ぐような、側面から見て湾曲状に
形成されている。この湾曲されている湾曲部分下部の末端部位は、表示体１１の前面に弾
発的に当接するよう立脚支承部６側に近接するようになっており、また跨装部７自体の基
部と、末端部位との表示体１１の肉厚方向に沿う間隔を表示体１１の肉厚に比しやや小さ
くしておく。こうすることで、湾曲状の跨装部７を表示体１１の上端部を跨ぐように嵌め
合わせるとき、跨装部７自体が有する弾発作用によって、この考案支持具自体を表示体１
１の上端にしっかりと嵌め合わせ状に固定することができる。
【００２１】
　また、図示を省略したが、この跨装部７は、図例のように湾曲状とせずに、表示体１１
の上部縁を跨ぐコ字状に形成することも可能である。いずれにしても、この跨装部７は表
示体１１の裏側に配置される支持具本体１に対し、表示体１１の表側に位置決めされる係
止部８を連続させていて、表示体１１を跨がせることで支持具本体１、係止部８を所定位
置に保持させ得れば足りる。
【００２２】
　係止部８は、跨装部７の末端から表示体１１の前方にやや上向き傾斜傾向に、あるいは
湾曲状にして折曲形成されており、表示体１１の前面を覆うように被せられるカバーパネ
ル１５を、カバーパネル１５の上部左右に設けられている係止孔１６によって吊り下げ状
に支持するようにしている。
【００２３】
　図示にあって、係止部８は、跨装部７の末端から表示体１１の外側方に向かって折曲形
成されている張出部分９を介して形成されており、この張出部分９における表示体１１の
外側端から表示体１１の前方に向かって折曲されて連続形成されていて、側面から見て上
向きの湾曲状を呈しており、終端からカバーパネル１５の係止孔１６が嵌め合わせ係止さ
れることで、カバーパネル１５が吊り下げ状に支持されるようになっている。
【００２４】
　また、係止部８自体は、表示体１１の前方に位置決めされればよく、図示を省略したが
、張出部分９を設けずに跨装部７から直接に連続形成されることもある。ただ、表示体１
１の左右に、支持具本体１によって配置、位置決めされる係止部８相互の間隔は、カバー
パネル１５における上部の係止孔１６相互の間隔に対応したものとされる。
【００２５】
　係止部８は、表示体１１の前方に突出状の形状としておく場合に限らず、図６（ａ）に
示すように末端が表示体１１側に向けられるようにループ状に形成することで、末端によ
る危険性を防止できる。更には必要に応じ、図６（ｂ）に示すように例えばボール状の保
護体を末端に被せるように連結してもよく、危険性とカバーパネル１５の抜脱とを防止す
ることができる。
【００２６】
　図５に示すように、立て看板１０における蝶番部材１２には、フック具例えばいわゆる
Ｓ杆と称されるフック具２０が係止することで吊り下げられており、不使用のカバーパネ
ルＰをこのフック具２０に係止することで、カバーパネルＰを立て看板１０内に保管して
おくことができる。また、この保管は複数のカバーパネルＰを係止保管することも可能で
あるから、これらのいずれかを選択することで立て看板１０における表示体１１の表示内
容を種々に変更できると共に、不使用時のカバーパネルＰを簡単に保管できる。
【００２７】
　なお、以上の実施の形態では、立て看板１０は開閉立脚構造のものとして説明してある
も、図示を省略したが例えば平面Ｈ状の脚部上に立脚支持される表示体１１にも表示体１
１の上縁に支持具本体１を適宜固定することで同様に実施できる。
【００２８】
　次にこれの使用の一例を説明すると、所定の角度で開放されて立脚されて設置されてい
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すように配置し、フック体５を表示体１１の左右上部に跨がせることで、立て看板１０に
取り付ける。次いで、表示体１１の前方に突出しているフック体５の係止部８に、カバー
パネル１５の係止孔１６を嵌め合わせることで、表示体１１の前面をカバーパネル１５に
て被せるように覆えばよく、表示体１１の表示内容はカバーパネル１５の表示内容に一時
的にでも変更できる。また、カバーパネル１５の不使用時では、フック体５から取り外し
、例えば蝶番部材１２に係止したフック具２０に係止することで保管する。
【符号の説明】
【００２９】
１…支持具本体
５…フック体
６…立脚支承部
７…跨装部
８…係止部
９…張出部分
１０…立て看板
１１…表示体
１２…蝶番部材
１５…カバーパネル
１６…係止孔
２０…フック具

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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